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後記 「埼玉県における地域公共交通基本方針」策定経過 

 

 令和 6年度 

 ・「持続可能な地域公共交通ネットワーク構築検討事業」において、埼玉県の地域公共交通に 

  関する調査・分析を実施 

 ・有識者、市町村へのヒアリングを実施し、調査項目や分析に活用 

 

 令和 7年度 

 ・8月、地域公共交通基本方針策定に向け、検討会議を設置 

 ・地域公共交通の基本方針検討会議の開催概要 

開催回 討議テーマ 

第１回（令和 7年 8 月） ・令和 6年度にまとめた埼玉県の地域公共交通における 

 現状と課題の整理及び共有 

・現状と課題を踏まえた「理念・将来像（案）」、「今後の対応 

 方針（案）」に関する協議 

第２回（令和 7年 10月） ・地域公共交通基本方針（素案）の提示、協議 

第３回（令和 8年 1 月） ・地域公共交通基本方針（案）の提示、協議 

 ・11月、関係各所への意見照会 

 ・3月、県議会において行政課題報告 

 

  「埼玉における地域公共交通の基本方針」検討会議委員 

座長 
埼玉大学 名誉教授 

日本大学 客員教授 
久保田 尚 

委員 
富山大学 学術研究部都市デザイン学系特別研究教授 

(一財)運輸総合研究所 主席研究員研究統括 
金山 洋一 

委員 
福島大学 経済経営学類教授 

前橋工科大学 学術研究院特任教授 
吉田 樹 

委員 秩父鉄道株式会社 取締役執行役員運輸部長 荒舩 慎一 

委員 一般社団法人埼玉県バス協会 専務理事 関根 肇 

委員 一般社団法人埼玉県乗用自動車協会 会長 三上 秀樹 

委員 一般社団法人女性バス運転手協会 代表理事 中嶋 美恵 

委員 国土交通省関東運輸局 交通政策部交通企画課長 市野 将英 

委員 国土交通省関東運輸局埼玉運輸支局 首席運輸企画専門官 高木 純子 

委員 秩父市 市民部市民生活課長 熊木 克典 

委員 行田市 参事兼市民生活部交通政策課長 島田 あかね 

委員 和光市 公共交通政策室 室長補佐 遠山 かおり 

委員 埼玉県 企画財政部地域経営局長 今西 典子 
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